
 

船舶インシデント調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料不足） 

発生日時 令和４年１０月５日 １９時４５分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満市喜屋武
き ゃ ん

埼西方沖 

 喜屋武埼灯台から真方位２５９°１４.２海里付近 

 （概位 北緯２６°０１.９′ 東経１２７°２４.７′） 

インシデントの概要 漁船第３８みこ丸は、航行中、燃料が不足して主機が停止し、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年１０月６日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第３８みこ丸、１２トン 

ＯＮ２－１３４１（漁船登録番号）、個人所有及び株式会社 TEAM 

EIWAN 

第２９５－３７１２９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、容量約６kℓの燃料タンクに約 

１.２kℓの燃料を搭載して漁港を出港し、漁場での操業を終えて漁港

に向けて帰航中、出港から約５２時間航行したころ、主機が停止し

た。 

 船長は、燃料タンクの燃料がなくなっていることを認め、予備の燃

料油を搭載していなかったので、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に救助

を要請し、本船は巡視艇により最寄りの漁港にえい
．．

航された。 

 船長は、本インシデント時、中古で購入した本船を操船するのが初

めてであり、出港前に燃料タンクに約１.２kℓの燃料が入っているの

を確認した際、過去に別の船舶で同様の残量で同様の距離を航行した

経験があったので、目的地までの往復航行に支障はないと思い、航行

予定距離及び燃費を知らずに出港した。 

分析  本船は、船長が、本船を初めて操船する際、燃料が約１.２kℓあれ

ば目的地までの航行に支障はないと思い、航行予定距離及び燃費を知

らずに航行したことから、燃料が不足して主機の運転ができなくな

り、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、船長が本船を初めて操船する際、燃料が約 

１.２kℓあれば目的地までの航行に支障はないと思い、航行予定距離



 

及び燃費を知らずに航行したことから、燃料が不足して本船の主機の

運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、出航前に、燃料タンクを満タンにしたり、予備の燃料を

搭載したりしておくなど、航行予定距離に対して十分な燃料を搭

載すること。 

・船長は、船舶を購入後、初回の航行時に搭載している燃料が不足

することのないよう、燃費を計測しながら航行すること。 

 


